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今
春
、
久
し
ぶ
り
に
韓
国
を
訪
れ

た
。
ソ
ウ
ル
の
も
う
一
つ
の
繁
華
街
、

明
洞（
ミ
ョ
ン
ド
ン
）に
至
近
距
離
の

ホ
テ
ル
を
と
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が

職
業
病
の
後
遺
症
と
で
も
い
う
の
で

あ
ろ
う
、
す
ぐ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
明

洞
大
聖
堂
に
足
を
の
ば
し
た
。
こ
の

大
聖
堂
に
は
思
い
出
が
あ
る
。
か
つ

て
民
主
労
総（
K
C
T
U
）幹
部
ら
が

極
寒
の
12
月
、
そ
の
参
道
に
座
り
込

ん
で
、
政
府
の
抜
き
打
ち
的
な
改
悪

労
働
法
採
択
に
抗
議
し
た
。
一
方
の

韓
国
労
総（
F
K
T
U
）の
幹
部
ら
が

現
場
を
激
励
に
訪
れ
る
と
、
両
組
織

は
一
致
し
て
労
働
法
改
悪
反
対
闘
争

（
労
改
闘
）ゼ
ネ
ス
ト
突
入
に
合
意
し

た
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
記
憶
で
は
、

全
土
で
80
万
人
規
模
の
ス
ト
が
展
開

さ
れ
、
つ
い
に
悪
法
撤
回
を
実
現
し

た
の
で
あ
る
。
あ
の
労
改
闘
ス
ト
は
、

1
9
9
6
年
12
月
か
ら
翌
年
1
月
に

至
る
24
日
間
に
お
よ
び
、
市
民
の
じ

つ
に
65
・
5
％
が
こ
れ
を
支
持
し
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
座
り
込
み
の
場
に

佇
む
と
、
当
時
の
意
気
軒
昂
な
幹
部

た
ち
の
姿
が
甦
っ
て
き
た
。

　

今
回
の
滞
在
中（
3
月
下
旬
）、
そ

の
民
主
労
総（
K
C
T
U
）が
、
独
自

に
そ
れ
以
来
の
ゼ
ネ
ス
ト
を
4
月
に

計
画
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
だ

が
、
折
し
も
組
合
員
の
ス
ト
権
批
准

投
票
が
進
行
中
で
あ
っ
た
。（
後
述
）

多
発
す
る
「
高
空
籠
城
」

　

そ
し
て
、
そ
の
翌
日
、
再
会
し
た

現
地
の
友
人
の
案
内
で
、
あ
る「
高
空

籠
城
」
の
現
場
を
訪
れ
た
。「
高
空
籠

城
」
と
は
聞
き
な
れ
な
い
が
、
そ
れ

は
職
場
で
不
当
な
処
遇
を
受
け
た
労

働
者
が
、
問
題
解
決
不
能
の
ま
ま
に
、

止
む
無
く
ビ
ル
の
屋
上
を
占
拠
、
座

り
込
ん
で
抗
議
、
社
会
に
も
発
信
す

る
手
だ
て
と
す
る
行
為
だ
と
い
う
。

そ
れ
も
ビ
ル
屋
上
だ
け
で
な
く
、
場

合
に
よ
っ
て
は
広
告
塔
の
上
や
、
工

場
で
は
煙
突
頂
上
部
で
の
座
り
込
み

も
あ
る
と
い
う
。
く
だ
ん
の
ビ
ル
の

周
辺
に
は
ピ
ケ
を
張
る
組
合
員
が
数

人
い
た
。
見
上
げ
れ
ば
、
た
し
か
に

屋
上
に
2

－

3
人
の
姿
が
見
え
る
も

の
の
、
そ
の
動
静
な
ど
は
知
る
よ
し

も
な
か
っ
た
。

　

最
近
典
型
的
な「
高
空
籠
城
」は
通

信
企
業
・
S
K
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の

ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。「
非
正
規
労
働
者

保
護
関
連
法
」（
後
述
）は
非
正
規
労

働
者
が
勤
続
2
年
を
経
れ
ば
無
期
雇

韓
国「
高
空
籠
城
」に
思
う

－

不
安
定
雇
用
の
現
況
に
つ
い
て用

に
転
換
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る

の
だ
が
、
2
年
を
満
た
す
直
前
に
雇

い
止
め
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ

は
そ
の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
の
抗
議

の
籠
城
だ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
こ
れ 

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
同
じ
通
信
企
業
・

L
G
U
＋
で
も
発
生
し
た
し
、
製
造

業
で
も
双
竜
自
動
車
、
ス
タ
ー
ケ
ミ

カ
ル
な
ど
で
発
生
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
起
亜
自
動
車
に
い
た
っ

て
は
、
韓
国
金
属
労
組（
K
M
W
U
）

起
亜
自
動
車
支
部
華
城
分
会
の
代
表

金
属
労
協（
J
C
M
）顧
問   

小
島
正
剛
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享
年
22
歳
、
早
す
ぎ
る
死
で
あ
っ
た
。

1
9
7
0
年
11
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

彼
の
死
は
当
時
下
層
と
さ
れ
た
労

働
者
の
悲
惨
な
実
態
を
示
す
と
こ
ろ

と
な
り
、朴
政
権
下
、経
済
成
長
の「
負

の
局
面
」を
社
会
的
に
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
。学
生
や
知
識
人
の
目
を
労

働
問
題
に
向
け
さ
せ
、
1
9
7
0
年

代
～
80
年
代
の
民
主
化
運
動
に
お
け

る
労
働
者
、学
生
お
よ
び
知
識
人
の
連

帯
を
醸
成
さ
せ
る
上
で
も
影
響
を
与

え
た
と
評
価
さ
れ
る
。
労
働
運
動
、
と

く
に
K
C
T
U
は
彼
を「
烈
士
」
と 

呼
び
、「
全
泰
壱
精
神
」
を
運
動
の
象

徴
と
し
て
い
る
。

　

か
れ
の
没
後
35
年
、
ソ
ウ
ル
特
別

市
の
清
渓
川
復
元
事
業
で
、清
渓
6

－

7
街
が「
全
泰
壱
通
り
」と
命
名
さ
れ
、

か
れ
の
彫
像
と
、銅
板
が
敷
か
れ
た
橋 

が
建
設
さ
れ
た
。
2
0
0
5
年
11
月

に
そ
の
竣
工
式
が
開
催
さ
れ
た
と
仄

聞
し
た
。

　

そ
の
10
年
後
、
今
回
そ
こ
を
友
人

と
訪
れ
る
と
、
彫
像
の
傍
に
小
さ
な

花
束
が
供
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

非
正
規
労
働
者
の
状
態

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
国

で
も
非
正
規
労
働
者
の
お
か
れ
た
状

る
。
と
同
時
に
、
か
れ
ら
の
闘
争
精

神
の
発
露
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

全
泰
壱
（
チ
ョ
ン・テ
イ
ル
）

精
神

　

韓
国
労
働
者
の
闘
争
精
神
は
、
つ

と
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、

友
人
は
そ
の
淵
源
の
も
う
一
つ
の
史

的
事
態
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
烈
士
と
さ
れ
る
全
泰
壱（
チ
ョ

ン
・
テ
イ
ル
）氏
の
行
動
で
あ
る
。
ご

く
簡
潔
に
記
す
な
ら
、
と
き
は
朴
正

煕（
パ
ク
・
チ
ョ
ン
ヒ
）政
権
下
の
軍

政
時
代
、
縫
製
工
場
で
働
い
て
い
た

少
年
は
、
不
当
な
低
賃
金
、
長
時
間
過

密
労
働
で
酷
使
さ
れ
る
女
性
労
働
者

が
解
雇
さ
れ
る
と
彼
女
の
側
に
立
ち
、

自
ら
も
解
雇
さ
れ
る
。
労
働
運
動
に

目
覚
め
、
独
学
で
労
働
法
な
ど
を
学

習
、
軍
政
を
も
い
と
わ
ず
当
局
に
陳

情
、
使
用
者
と
の
協
議
を
重
ね
る
が
、

状
況
は
一
向
に
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
締
め
付
け
が
強
ま
っ
た
の
だ
。

つ
い
に
抗
議
集
会
を
企
図
す
る
と
、

警
察
と
経
営
者
と
の
妨
害
に
あ
い
、

ガ
ソ
リ
ン
を
全
身
に
浴
び
て
焼
身
自

殺
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
夜
、
搬

送
さ
れ
た
病
院
で
息
を
引
き
取
っ
た
。

2
人
が
社
内
下
請
け
全
員
の
正
規
化

を
求
め
る
と
同
時
に
企
業
幹
部
の
違

法
性
を
突
い
て
、
国
家
人
権
委
員
会

ビ
ル
の
屋
上
電
光
掲
示
板
を
占
拠
・

籠
城
し
て
、
警
察
も
出
動
す
る
騒
ぎ

と
な
っ
た
。
か
つ
て
は
造
船
所
の
労

働
者
が
マ
ン
モ
ス
・
ク
レ
ー
ン
の
頂

上
に
上
っ
て
ス
ト
を
闘
い
抜
い
た
も

の
だ
が
、
最
近
で
は
都
市
部
に
ま
で

「
高
空
籠
城
」は
拡
散
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

友
人
の
話
で
は
、
こ
の
10
年
間
に

発
生
し
た「
高
空
籠
城
」は
1
0
0
件

を
超
え
て
お
り
、
原
因
は
非
正
規
問

題
が
最
多（
70
％
）
で
、
解
雇
問
題
、

新
規
組
合
の
承
認
問
題
な
ど
が
こ
れ

に
続
く
と
い
う
。
籠
城
期
間
は
一
様

で
は
な
い
が
、
お
し
な
べ
て
数
十
日

か
ら
、
と
き
に
は
年
を
越
し
数
百
日

に
及
ぶ
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
い
う
。

成
功
と
ば
か
り
は
限
ら
ず
、
非
正
規

労
働
者
の
お
か
れ
た
苦
境
が
偲
ば
れ

況
は
、
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
る
。
日

常
的
に
雇
用
の
不
安
定
に
さ
い
な
ま

れ
、
労
働
条
件
に
は
不
当
な
格
差
が

あ
る
。
例
え
ば
、
賃
金
は
正
規
労
働

者
の
63
・
5
％（
一
説
に
は
月
収
1
 
4
 

5
万
3
0
0
0
ウ
ォ
ン
：
約
14
万
5
 

3
0
0
円
で
、
正
規
職
の
55
・
7
％
）、

②
社
会
保
険
の
加
入
率
は
正
規
職
の

60

－

70
％
に
対
し
非
正
規
職
は
40
％

前
後
、
③
労
働
環
境
で
は
災
害
が
多

発
し
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
労

災
隠
し
も
横
行
す
る
と
報
道
さ
れ
る
。

昨
年
、
1
日
5
人
の
ペ
ー
ス
で
死
亡

事
故
が
あ
り
、
友
人
の
話
で
は「
隠

れ
た
セ
ウ
ォ
ル
号
事
件
」
と
指
摘
す

る
向
き
も
あ
る
と
い
う
、
④
非
正
規

労
働
者
の
間
に
自
殺
者
が
多
い
。
わ

け
て
も
、
ひ
ろ
く
報
道
さ
れ
た
中
小

企
業
中
央
会
の
女
性
職
員
の
ケ
ー
ス

は
、
彼
女
が
家
族
の
生
計
を
一
手
に

引
き
受
け
て
心
身
と
も
に
憔
悴
し
て

の
自
殺
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
大
方
の

同
情
と
関
心
を
集
め
た
。
こ
れ
は
ま

さ
し
く
人
権
問
題
で
あ
り
、
社
会
的

イ
シ
ュ
ー
で
あ
る
。

1
9
9
7
年
経
済
危
機

が
引
き
金

　

こ
の
国
で
不
安
定
雇
用
が
急
増
し

金泰壱氏の彫像
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た
の
は
、1
9
9
7
～
1
9
9
8
年
の

ア
ジ
ア
経
済
危
機
が
発
端
と
さ
れ
る
。

未
曽
有
の
経
済
危
機
に
陥
っ
た
韓
国

が
救
済
を
求
め
た
の
が
国
際
通
貨
基

金（
I
M
F
）で
、
そ
の
救
済
条
件
の

中
に
は
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
が
あ
っ

た
。
金
大
中（
キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン
）
政

権
下
で
発
足
し
た
労
使
政
委
員
会
は
、

波
乱
含
み
な
が
ら
危
機
対
処
の
社
会

契
約
を
仕
上
げ
、各
側
の「
負
の
分
担
」

に
合
意
し
た
。
そ
の
結
果
が
不
安
定

雇
用
の
拡
大
で
あ
る
。
整
理
解
雇
が

横
行
し
、
非
正
規
労
働
者
が
急
増
し

た
。社
会
格
差
が
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

苦
境
に
陥
っ
た
労
働
者
の
間
に
自
殺

者
が
出
る
に
至
り
、
非
正
規
問
題
は

こ
の
時
社
会
的
イ
シ
ュ
ー
と
化
し
た

の
で
あ
る
。

　

労
働
組
合
は
、
非
正
規
の
正
規
化

や
、
企
業
別
組
合
の「
産
別
転
換
」を

推
進
し
て
、
非
正
規
労
働
者
の
組
織

化
、
格
差
是
正
の
産
別
統
一
交
渉
な

ど
で
対
応
し
て
一
定
の
成
果
を
あ
げ

て
は
い
る
が
、
使
用
者
側
の
姿
勢
は

頑
迷
で
あ
り
、
労
働
市
場
の
二
重
構

造
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。が
、

韓
国
非
正
規
労
働
セ
ン
タ
ー（
K

 
C
 

W
C
）や
人
権
実
践
市
民
運
動
な
ど

市
民
社
会
運
動
と
の
連
携
が
進
む
こ

の
ご
ろ
で
あ
る
。

政
府
の
対
応
は

　

政
府
も
事
態
を
重
視
し
、
2

 
0
 
0
 

7
年「
非
正
規
労
働
者
保
護
関
連
法
」

を
施
行
し
た
。
目
的
は
非
正
規
労
働

者
の
乱
用
是
正
・
防
止
で
あ
る
。
同
法

は
、「
期
間
制
お
よ
び
短
時
間
労
働
者

保
護
等
に
関
す
る
法
律
」、「
派
遣
労

働
者
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
お
よ

び「
労
働
委
員
会
法
」の
3
法
を
指
し

て
い
る
。
こ
の
法
の
主
眼
点
は
、
①

使
用
者
は
、
２
年
を
超
え
て
期
間
制

（
有
期
契
約
）労
働
者
を
使
用
す
る
こ

と
は
不
可
。
超
え
る
場
合
は
無
期
労

働
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
、

②
２
年
を
超
え
て
派
遣
労
働
者
を
使

用
す
る
場
合
は
、
直
接
雇
用
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
、
の
２
点
に
あ
る
と
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
効
果
の
ほ
ど
は
ど
う
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。
雇
用
労
働
部
が
同
法
施

行
後
２
年
が
経
過
し
た
時
点
で
、1
万 

1
0
0
0
事
業
所
を
対
象
に
実
施
し

た
調
査
に
よ
れ
ば
、
①
正
社
員
転
換

し
た
の
が
36
・
8
％
、②
対
応
な
し
、

す
な
わ
ち
自
動
的
に
無
期
雇
用
へ
転

換
が
26
・
1
％
、
③
契
約
終
了
が
32
・

0
％
、と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
①
と
②
と
を
合
計
す
る
と
、

62
・
9
％
と
な
り
、
当
時
非
正
規
労
働

者
の
約
3
分
の
2
が
直
接
・
無
期
雇

用
に
転
換
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

現
在
、
正
規
労
働
者
約
1

 

9

 
0
 
0
 

万
人
に
対
し
非
正
規
労
働
者
は
6
 
0
 

0
万
人
強
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

あ
る
民
間
セ
ン
タ
ー
で
は
非
正
規
労

働
者
は
む
し
ろ
最
近
増
加
傾
向
に
あ
っ

て
8
9
0
万
人
は
下
ら
な
い
と
し
て

お
り
、
さ
ら
に
工
場
の
構
内
下
請
け

労
働
者
や
代
行
運
転
手
な
ど
個
人
事

業
主
ら
か
ら
な
る
特
殊
雇
用
労
働
者

群
を
含
め
れ
ば
、
非
正
規
労
働
者
は

1
0
0
0
万
人
に
も
な
る
と
い
う
。

　

か
つ
て
O
E
C
D
は
、
韓
国
が
加

盟
30
カ
国
中
、
非
正
規
か
ら
正
規
化

す
こ
と
の
も
っ
と
も
困
難
な
国
と
指

摘
し
た
こ
と
が
あ
る（
2
0
1
3
年
）。

こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
、
2
 
0
 

1
4
年
末
、
政
府
は
労
使
政
委
員
会

に「
非
正
規
雇
用
総
合
対
策（
案
）」を

提
起
し
て
い
た
。
内
容
は
、
期
間
制
労

働
者
、
派
遣
労
働
者
の
雇
用
期
間
現

行
2
年
を
4
年
に
延
長
し
、
派
遣
労

働
者
の
範
囲
を
大
幅
拡
大
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
。
結
局
、
2
0
1
5

年
4
月
、
異
を
唱
え
る
F
K
T
U
は

こ
の
労
使
政
委
員
会
か
ら
退
場
し
、

す
で
に
退
場
済
み
の
K
C
T
U
と
と

も
に
、
こ
の
事
案
に
は
反
対
姿
勢
で

あ
る
。

　

雇
用
労
働
部
は
、
非
正
規
労
働
者

の
勤
務
期
間
が
長
い
ほ
ど
正
社
員
転

換
率
が
高
ま
る
の
で
当
の
非
正
規
労

働
者
が
望
む
と
こ
ろ
だ
と
し
、
35
歳

以
上
で
本
人
が
望
め
ば
、
契
約
期
間

を
最
大
4
年
ま
で
伸
ば
す
方
策
で
あ

る
と
の
説
明
を
加
え
て
い
る
。
勤
務

時
間
が
長
い
ほ
ど
熟
練
度
が
高
ま
り
、

正
社
員
転
換
の
可
能
性
が
高
ま
る
と

い
う
の
が
論
拠
の
よ
う
だ
が
、
労
働

側
は
期
間
制
労
働
者
の
正
規
職
転
換

率
は
多
少
高
ま
ろ
う
が
、
企
業
が
正

規
職
を
期
間
制
に
変
え
て
し
ま
う
可

二大労総（ＦＫＴＵ系とＫＣＴＵ系）の製造業労組による
労使政委員会への抗議行動（2015年3月）
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●金属労協顧問

小島正剛 こじま・せいごう　

６０年ＩＭＦ（国際金属労連）日本事務所
に入職以来、金属労協事務局長代理、同
国際局長、同副議長（国際委員長）（以上
IMF との兼務）、ＩＭＦ地域代表を務め
るなど国際労働運動一筋。９８年金属労
協顧問に。日本労働ペンクラブ代表代理
他。主要著書「海外労働アラカルト」他。

韓国「高空籠城」に思う
―不安定雇用の現況について

能
性
が
高
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

ソ
ウ
ル
市
が
投
じ
た
一
石

　

一
方
、
注
目
す
べ
き
動
き
が
自
治

体
レ
ベ
ル
で
浮
上
し
て
い
る
。
2
 
0
 

1
1
年
に
人
権
派
の
市
長
が
登
場
し

た
ソ
ウ
ル
市
で
、
市
の
非
正
規
労
働

者
7
6
0
0
人
を
段
階
的
に
直
接
・

無
期
雇
用
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
帰
国
後
の
2
0
1
5
年
5
月

に
は
自
治
体
初
の「
労
働
政
策
基
本

計
画
」
を
発
表
、
①
労
働
教
育
の
充

実
、
②「
脆
弱
労
働
者
」対
策
、
③「
模

範
的
使
用
者
」モ
デ
ル
の
試
験
導
入
、

④
労
働
安
全
問
題
へ
の
取
り
組
み
、

⑤
労
使
民
政
協
力
体
制
の
構
造
の
５

本
柱
を
示
し
て
自
治
体
レ
ベ
ル
の
労

働
政
策
を
推
進
し
始
め
た
。

　

そ
れ
に
先
立
つ
2
0
1
3
年
６
月
、

市
は
既
述
し
た
一
連
の
対
策
の
中
で
、

ソ
ウ
ル
地
下
鉄
の
清
掃
係
を
含
む
非

正
規
労
働
者
1
4
8
1
人（
大
半
が

女
性
）
を
直
接
雇
用
化
し
、
平
均
賃

金
を
23
・
6
％
引
き
上
げ
た
。ま
た「
管

理
長
」
へ
の
昇
進
を
可
能
と
し
、
職

種
の
名
称
を「
公
務
職
」と
し
た
の
で
、

当
の
従
業
員
た
ち
は「
誇
り
」を
も
っ

て
働
け
る
と
評
価
し
た
と
い
う
。
こ

の
ソ
ウ
ル
の
ケ
ー
ス
は
公
務
部
門
で

の
先
行
例
だ
が
、
非
正
規
職
対
策
に

一
石
を
投
じ
る
も
の
と
し
て
広
く
注

目
を
集
め
て
い
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ

ー
帰
国
後
の
動
静
　

　

本
稿
で
示
し
た
非
正
規
労
働
者
の

状
況
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
報
告
に
し

か
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
後
の
動
向
で

関
連
し
て
報
告
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

〈
１
〉
そ
の
一
つ
は
非
正
規
労
働
者
も

関
心
を
い
だ
く
最
低
賃
金
の
動
き
で

あ
る
。
雇
用
労
働
部
が
さ
る
8
月
公

表
し
た
2
0
1
6
年
の
最
低
賃
金（
時

給
）
は
、
6
0
3
0
ウ
ォ
ン（
6
0
3

円
）
で
あ
る
。
1
日
8
時
間
労
働
と 

し
て
日
額
で
は
4
万
8
2
4
0
ウ
ォ 

ン（
4
8
2
0
円
）、
月
間
就
業
時
間 

2
0
9
時
間
と
し
て
月
額
1

 
2
 
6
 

万
2
7
0
0
ウ
ォ
ン（
12
万
6

 
2
 
7
 

0
円
）と
な
る
。
こ
の
最
賃
は
全
国
の

3
4
2
万
労
働
者（
全
体
の
18
・
2
％
）

に
適
用
さ
れ
る
。

〈
２
〉
冒
頭
触
れ
た
K
C
T
U
の
ゼ
ネ

ス
ト
だ
が
、
帰
国
後
の
4
月
24
日
、

全
国
2
9
2
6
事
業
所
で
26
万
9
 
0
 

0
0
人
が
参
加
し
て
展
開
さ
れ
た
。

掲
げ
ら
れ
た
4
大
要
求
は
、
①
朴
槿

恵（
パ
ク
・
ク
ネ
）政
権
の「
労
働
市
場

構
造
改
悪
」攻
撃
粉
砕
、
③
公
務
員
年

金
制
度
の
改
悪
阻
止
、
④
最
低
賃
金

の
時
給
1
万
ウ
ォ
ン（
1
0
0
0
円
）

へ
の
引
き
上
げ
、
④
全
て
の
労
働
者

へ
の
労
働
基
本
権
獲
得
、
で
あ
っ
た
。

全
面
的
な
朴
政
権
へ
の
攻
勢
と
受
け

止
め
ら
れ
よ
う
。

〈
３
〉
6
月
27
日
、
F
K
T
U
と
K

 
C
 

T
U
と
は
、
I
L
O
結
社
の
自
由
委

員
会
に
対
し
、
韓
国
政
府
が
労
使
の

自
主
的
交
渉
の
権
利
を
侵
害
し
た
と

し
て
共
同
で
訴
え
た
。
両
組
織
に
よ

れ
ば
、「
韓
国
政
府
は
、
労
使
が
自
主

的
に
交
渉
、
締
結
し
た
労
働
協
約
を
、

違
法
で
不
適
切
と
一
方
的
に
解
釈
し

て
い
る
。
こ
れ
は
I
L
O
の
労
使
自

主
交
渉
を
含
む
労
働
者
基
本
権
の
侵

害
で
あ
る
」。

　

実
は
そ
の
１
カ
月
前
、
雇
用
労
働

部
は
正
規
従
業
員
3
0
0
人
以
上
の

企
業
3
0
0
0
社
を
対
象
に
労
働
協

約
調
査
を
開
始
し
て
い
た
。
当
局
は
、

企
業
リ
ス
ト
ラ
や
配
置
転
換
な
ど
を

含
む
事
項
に
は
組
合
と
の
合
意
を
必

要
と
す
る
と
あ
る
の
は
、
経
営
者
の

専
権
事
項
を
侵
す
も
の
と
し
、
そ
う

し
た
不
法
ま
た
は
不
適
切
な
労
働
協

約
を
改
訂
す
る
よ
う
指
導
し
た
の
で

あ
る
。

　

F
K
T
U
も
K
C
T
U
も
政
府
が

不
法
と
す
る
件
は
す
で
に
大
法
院（
最

高
裁
）
に
よ
っ
て
合
法
と
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
、「
経
営
者
の
試
み
は
憲
法

に
も
違
反
し
労
使
自
治
の
原
則
を
損

な
い
、
産
業
平
和
を
危
険
に
さ
ら
す
」

と
し
て
い
る
。
長
年
の
労
使
間
の
葛

藤
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、

近
年
政
府
と
の
葛
藤
も
際
立
っ
て
き

た
よ
う
だ
。

　

右
の
3
項
目
の
ど
れ
も
が
非
正
規

労
働
者
に
も
影
響
す
る
だ
け
に
、
今

後
の
成
り
行
き
が
大
い
に
注
目
さ
れ

よ
う
。

（
2
0
1
5
年
8
月
25
日
記
）

（
資
料
）
F
K
T
U
、K
C
T
U
、韓
国
雇
用

労
働
部
、
K
O
I
L
A
F
、
K
C
W
C
、
J
 
I 

L
P
T
、「
朝
日
新
聞
G
L
O
B
E
」、
ほ
か
。


